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24億6,242万9,141円 21億8,114万8,252円 

　　　衛生費 
174,138,885円 
　　（7.98％） 

　　　商工費 
172,152,635円 
　　　（7.89％） 

県支出金 
103,428,148円 
（4.20％） 

繰越金 
100,984,246円 
　　　　（4.10％） 

村債 
167,645,900円 
　　　　（6.81％） 

地方交付税 
1,333,605,000円 
（54.16％） 

村税 
174,255,843円 
（7.08％） 

　　土木費 
197,867,579円 
　（9.07％） 

公債費 
438,237,825円 
（20.09％） 

　民生費 
271,763,007円 
（12.46%） 

　　　教育費 
193,777,405円 
　　（8.89%） 

　農林水産業費 
150,716,468円 
　　　（6.91％） 

諸収入 41,935,092 （1.70％） 
地方消費税交付金 19,804,000 （0.80％） 
地方譲与税 16,717,023 （0.68％） 
分担金及び負担金 7,592,500 （0.31％） 
自動車取得税交付金 6,424,000 （0.26％） 
財産収入 3,346,355 （0.13％） 
地方特例交付金 2,880,000 （0.12％） 
繰入金 1,686,000 （0.07％） 
利子割交付金 732,000 （0.03％） 
配当割交付金 383,000 （0.02％） 
株式等譲渡所得割交付金 161,000 （0.01％） 
寄附金 ０ （0.00％） 

予備費　0円 （0.00％） 

災害復旧費 
10,972,388円 （0.50％） 

　　総務費 
434,082,831円 
（19.90％） 　　　教育費 

193,777,405円 
　　（8.89%） 　民生費 

271,763,007円 
（12.46%） 

歳　入 歳　出 
21億8,114万8,252円 24億6,242万9,141円 

消防費 
93,456,848円 
　　　（4.29％） 

　　　衛生費 
174,138,885円 
　　（7.98％） 

　農林水産業費 
150,716,468円 
　　　（6.91％） 

　　　商工費 
172,152,635円 
　　　（7.89％） 

議会費 
38,710,888円 
　　　（1.78％） 

労働費 
2,697,900円（0.12%） 

　　土木費 
197,867,579円 
　（9.07％） 

公債費 
438,237,825円 
（20.09％） 

地方交付税 
1,333,605,000円 
（54.16％） 

村税 
174,255,843円 
（7.08％） 

県支出金 
103,428,148円 
（4.20％） 

繰越金 
100,984,246円 
　　　　（4.10％） 

諸支出金 
2,573,593円（0.12％） 

村債 
167,645,900円 
　　　　（6.81％） 

使用料及び手数料 
96,317,790円（3.91％） 

国庫支出金 
384,531,244円 
　（15.61％） 

決 算 報 告

平成21年度 一般会計決算

歳入　24億6,242万9,141円
歳　　　入 歳入額（円） 構成比

地方交付税 1,333,605,000 （54.16％）

国庫支出金 384,531,244 （15.61％）

村税 174,255,843 （7.08％）

村債 167,645,900 （6.81％）

県支出金 103,428,148 （4.20％）

繰越金 100,984,246 （4.10％）

使用料及び手数料 96,317,790 （3.91％）

諸収入 41,935,092 （1.70％）

地方消費税交付金 19,804,000 （0.80％）

地方譲与税 16,717,023 （0.68％）

分担金及び負担金 7,592,500 （0.31％）

自動車取得税交付金 6,424,000 （0.26％）

財産収入 3,346,355 （0.13％）

地方特例交付金 2,880,000 （0.12％）

繰入金 1,686,000 （0.07％）

利子割交付金 732,000 （0.03％）

配当割交付金 383,000 （0.02％）

株式等譲渡所得割交付金 161,000 （0.01％）

寄附金 ０ （0.00％）

合計 2,462,429,141 （100.00％）

平成21年度 一般会計決算

歳入　24億6,242万9,141円
歳　　　出 歳出額（円） 構成比

公債費 438,237,825 （20.09％）

総務費 434,082,831 （19.90％）

民生費 271,763,007 （12.46％）

土木費 197,867,579 （9.07％）

教育費 193,777,405 （8.89％）

衛生費 174,138,885 （7.98％）

商工費 172,152,635 （7.89％）

農林水産業費 150,716,468 （6.91％）

消防費 93,456,848 （4.29％）

議会費 38,710,888 （1.78％）

災害復旧費 10,972,388 （0.50％）

労働費 2,697,900 （0.12％）

諸支出金 2,573,593 （0.12％）

予備費 ０ （0.00％）

合計 2,181,148,252 （100.00％）

※平成21、22年度の２ヶ年にわたり継続する事業について、
平成22年度に予算を繰り越しました。

（繰越額：473,076,400円）

歳出　21億8,114万8,252円歳出　21億8,114万8,252円
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平成21年度決算について、平成22年８月20・23日に監査委員の審査を受け、平成22年９月議会で
報告しました。

監査委員からは、審査に付された書類は、関係法令に準拠して作成されており、かつ、それらの

計数は証書類と符合し正確であるという審査報告とともに、審査の意見として下記のとおり提出が

ありました。

平成21年度天川村各会計歳入歳出決算審査

審査の意見

平成21年度の決算は、税収が若干の減少傾向にあるものの、地方交付税については、地域

雇用創出推進費の創設等により、前年度と比較して4.62％、58,869千円増加している。また、

昨年度からの国の緊急経済対策に伴う２億円規模の各種臨時交付金の交付により、地域活性

化のための有効事業が精力的に実施されている。一方、過去における地方交付税の減収の影

響により依然厳しい財政状況に変わりはなく、昨年同様人件費をはじめとする経常経費の削

減を行うことで、歳出の抑制に努めている。

こうした中で、平成21年度は地域活性化・緊急安心実現総合対策事業、生活対策臨時交付

金事業及び経済危機対策臨時交付金事業のほか、主要な施策として道路、上下水道などの社

会資本の整備、高齢化社会に対応する各種福祉施策の推進、基幹産業である林業振興施策の

推進や観光産業の振興、教育の充実など多様な施策を行っている。

この結果として、一般会計の歳入歳出の決算総額は、各種臨時交付金事業の影響等もあり

前年度と比較して大幅に増加、収支差引額は281,281千円で、実質収支においても２億円を超

える黒字決算となった。

これにより、平成22年度も比較的堅調な財政運営を行える状況となっている。

しかしながら、過疎化、高齢化が進み、林業等基幹産業が低迷を続ける中、高齢化対策を

中心とした行政需要の増加に加えて、大型投資事業への村債の発行に伴う公債費の増加をは

じめ、既存施設の維持管理費等の経常経費についても年々増加傾向にあり、長年にわたり整

備してきた道路等公共施設の老朽化等の問題も抱えている。さらに生活環境の整備や学校施

設の整備充実などへの投資的経費も今後予想される。

このため、今後も健全で均衡ある財政運営に取り組んでいくためには、行財政改革を継続

して実施するとともに、更なる事務事業の見直しや施策の点検を行い、優先度に応じた財源

の重点的かつ効果的な活用を図ることで、「ゆたかな自然と歴史の宝庫　暮らしに夢ひらく天

川村」（本年３月に策定された天川村長期総合計画のむらの将来像）の実現に向けたむらづく

りを推進されるよう強く望むものである。

平成22年９月６日

天　川　村　長　　柿　坂　彌壽麿　殿

天川村監査委員　　河　北　和　久

天川村監査委員　　阪　谷　　　均
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◎ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年６月に公布され、平成19年度決算か
ら毎年、４つの健全化判断比率と公営企業（簡易水道、下水道事業）については資金不足比率を
算定し、監査委員の審査、議会への報告を経て、公表が義務付けられました。
平成21年度決算について、平成22年９月６日に監査委員の審査を受け、平成22年９月議会で報

告しましたのでこれを公表します。

財政健全化指標の公表

平成21年度決算に基づく財政健全化審査意見書

１．審査の概要
この財政健全化審査は、村長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項並びに公営企業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。
２．審査の結果
（１）総合意見
審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項並びに公営企業にお

ける資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成さ
れているものと認められる。

記

（２）個別意見
①　実質公債比率について
平成21年度の実質公債費比率は、13.1％となっており、早期健全化基準の25.0％と比較
すると、これを下回り概ね適正となっている。

②　将来負担比率について
平成21年度の将来負担比率は、82.6％となっており、早期健全化基準の350.0％と比較
すると、これを下回り概ね適正となっている。

（３）是正改善を要する事項
特に指摘すべき事項はない。

天川村長　柿　坂　彌壽麿　殿
審査の結果を上記のとおり報告する。

平成22年９月６日
天川村監査委員　　河　北　和　久
天川村監査委員　　阪　谷　　　均

健　全　化　判　断　比　率 平　成　２１　年　度 早期健全化判断基準
①　実　質　赤　字　比　率 ―― ％ １５．００ ％
②　連 結 実 質 赤 字 比 率 ―― ％ ２０．００ ％
③　実　質　公　債　費　比　率 １３．１● ％ ２５．０● ％
④　将　来　負　担　比　率 ８２．６● ％ ３５０．０● ％

公　営　企　業　会　計　名 資　金　不　足　比　率 早期健全化判断基準
洞川簡易水道事業特別会計 ―― ％ ２０．００ ％
栃尾簡易水道事業特別会計 ―― ％ ２０．００ ％
中央簡易水道事業特別会計 ―― ％ ２０．００ ％
下 水 道 事 業 特 別 会 計 ―― ％ ２０．００ ％
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高齢者の皆さま、ご長寿おめでとうございます。
９月21日、柿坂村長が米寿（88歳）の方々の家庭を訪問し、村からのお祝いの品を

お届けしてご長寿をお祝いしました。
本年、米寿を迎えられる方は（大正11年１月１日から大正11年12月31日生）14人です。

戦前戦後の日本の混乱期を支えてこられた皆さまに敬意を表すると共に、これからも
健康に留意されまして益々ご活躍いただきますよう、又、人生の経験を生かし後輩を
ご指導下さいますようお願いいたします。

※松谷ヒデノさん（洞川）福上キヨコさん（沢原）阪岡文男さん（南日裏）は
不在のため訪問できませんでした。

ご長寿おめでとうございます。

辻　光子さん（洞川） 阪本　花子さん（洞川） 松谷　静代さん（洞川）

大西　良治さん（洞川） 新子　昇さん（洞川） 橋田　千鶴子さん（洞川）

森本　祐次さん（川合） 柿坂　貞子さん（坪内） 和泉　キミヱさん（栃尾）

梶本　成一さん（和田） 泉谷　善一さん（広瀬）
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９月21日から９月30日まで「交通事故のない　やすらぎの　大和路づくり」をスローガンに秋の
交通安全運動による各行事が実施されました。
今年は、人身事故が減少傾向にある中で、飲酒運転による人身事故の割合は増加傾向にあることか
ら、天川村交通安全対策協議会会議の席上で、柿坂村長より大久
保中吉野警察署長へ飲酒運転根絶宣言がなされました。
村内主要交差点での街頭指導では、昨年に引き続き天川村交通
安全母の会の役員により作成された啓発物品の「アクリルたわし」
を配布させていただきました。また、交通安全施設設備点検デー
には、交通安全協会の役員を中心にカーブミラーの点検や清掃等
を実施しました。ご協力いただきました皆様、どうもありがとう
ございました。引き続き交通安全に努めましょう。

平成22年　秋季全国火災予防運動
11月9日（火）～15日（月）までの7日間

この運動は、火災の発生しやすい気候となる時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を

図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を大幅に減少させ、財産の損失

を防ぐことを目的とします。 天川村消防団・天川村総務課

住宅防火　いのちを守る　7つのポイント －3つの習慣・4つの対策－
【3つの習慣】○寝たばこは、絶対やめる。

○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

【4つの対策】○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

秋の火災予防運動が始まります。秋の火災予防運動が始まります。

６月19日
梨の標語書き（交通安全母の会）

９月21日・30日　街頭指導９月11日
梨の収穫（交通安全母の会）

飲酒運転根絶宣言

～『「消したかな」あなたを守る合言葉』～（平成22年度全国統一防火標語）

秋の交通安全運動が実施されました
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ニュース等で日本の子ども達の「学力低下」が問題になることがあります。今回の改訂ではそれ

も含んだものとなっているようです。その際、「ゆとり」か「詰め込み」かを対立的に捉えるのでは

なく、基礎的な知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成の両方をバランスよく伸ばすと

いう観点が大切になってきます。そのためには授業時数を増加し、教育内容の改善が必要となりま

す。今回は時間数、次回は内容についてみていきます。

○小学校　国語・社会・算数・理科・体育の授業時数を６年間で約１割増加します。

小学校年間標準授業時数の新・旧比較表

○中学校　国語・社会・数学・理科・保健体育・外国語の授業時数を３年間で約１割増加します。

中学校年間標準授業時数の新・旧比較表

No.6

ゆとり？ゆとり？  ゆとり？ 詰め込み？詰め込み？  詰め込み？ 

学習指導要領がかわります！

国　　　語：1・2年生で週9時間に増加　　　算　　数：2～6年生で週5時間に増加
理　　　科：4～6年生で週3時間に増加　　　体　　育：1～4年生で週3時間に増加
外国語活動：5・6年生で週1時間新設

小学校はＨ23年（天小は本年度より完全実施）、中学校はＨ24年から完全実施となっています。

国　　語：2年生で週4時間に増加 社　　会：3年生で週4時間に増加
数　　学：1・3年生で週4時間に増加 理　　科：2・3年生で週4時間に増加
保健体育：各学年で週3時間に増加 外 国 語：各学年で週4時間に増加

1年 2年 3年 4年 5年 6年 6年間合計

新 850 910 945 980 980 980 5645

旧 782 840 910 945 945 945 5367

1年 2年 3年 3年間合計

新 1015 1015 1015 3045

旧 980 980 980 2940



8

9月22日天川村山村開発センター大ホールにて、世
界中を飛び回るコンポーザー・ピアニスト（作曲家兼
ピアニスト）天平さんのピアノコンサートが開催され
ました。
開演1時間前よりブログで情報を得た村外のお客様

が来られるほどの人気で約70人もの人が秋の夜長を楽
しまれました。
天川村での演奏は、前回の紀伊半島秘境コンサート

ツアーより3年
ぶりの演奏と
なり、このコンサートの皮切りが天川村になります。
天平さんは、みたらい渓谷に魅せられ、みたらい渓谷をイ

メージして作曲し、ご自身のブログでも、好きな場所は天川
村と言われるほど、天川の歴史や自然が大好きなようで、今
回の秘境コンサートをするにあたり、紀伊半島の良さを次の
ように語られています。（中村天平ブログより引用）

「コンサートツアーを行なう紀伊半島の中心は山奥で高速道路も電車も通っていません。だから
こそ美しい水や美しい自然が残っているし、伝統的な建造物や幻想的な景色、そして温かい人々達
がいる。この素晴らしい紀伊半島の事をあまり良く知らない人達の為にも知って欲しいし紀伊半島
の山奥に住んでいて、なかなかピアノのコンサートを聴く機会が無いという人達にピアノのコンサ
ートを聴いて欲しい。そして、何より僕が愛すべきこの土地で旅をしながらコンサートを出来ると
いう事に喜びを感じています。」
天川村でのコンサートはこの思いを胸に演奏が始まりました。

雲の合間に満月が見え、虫の音が心地よい静かな夜、天平さんのピアノの音色は心が和み何か
心が安らぐ、正に「癒し」の1時間30分でした。
演奏に拍手は鳴り止まず、2回のアンコール

演奏をしていただきました。
天平さんへ「癒し」の時間を提供していただ

いた感謝の気持を込めて、客席より花束が送ら
れました。演奏が終わって感動の涙を浮かべる
観客の姿もチラホラ見受けられました。

「演奏を聞きに来てくれた皆様、本当にありがとうございました。この秘境コンサートツアーは、
今後も続けていきたいと思いますので、今後とも暖かい声援をよろしくお願いいたします。また、
今回聴きに来れなかった皆様、機会がありましたら是非聴きに来て下さいね。」

天平さんより村民の皆様へ
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＊医師が不在の時は、投薬できませんので、薬の切れる方は、早めに受診して下さい。
＊　インフルエンザ予防接種実施日は一般診察は休診となります。

日 曜日

1 月 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

2 火 診　　察 検 査 日 資源１

3 水 閉　　　　館　　　　日（文化の日）

4 木 休　　診 診察（西尾医師） 不燃

5 金 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

6 土 閉　　　　館　　　　日

7 日 閉　　　　館　　　　日

8 月 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

9 火 診　　察 検 査 日 資源１

10 水 診　　察 インフルエンザ予防接種 脳のトレーニング教室 粗大

11 木 休　　診 診察（西尾医師） うさちゃんくらぶ10：30～ 資源２

12 金 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

13 土 閉　　　　館　　　　日

14 日 閉　　　　館　　　　日

15 月 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30～

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30～

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 11月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 11月の予定表
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日 曜日

16 火 診　　察 検 査 日 資源１

17 水 診　　察 インフルエンザ予防接種 脳のトレーニング教室 粗大

18 木 休　　診 診察（西尾医師） 不燃

19 金 休　　　　診 燃焼

20 土 閉　　　　館　　　　日

21 日 閉　　　　館　　　　日

22 月 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

23 火 閉　　　　館　　　　日（勤労感謝の日）

24 水 診　　察 インフルエンザ予防接種 脳のトレーニング教室 粗大

25 木 休　　診 診察（西尾医師） 資源２

26 金 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

27 土 閉　　　　館　　　　日

28 日 閉　　　　館　　　　日

29 月 診　　察 インフルエンザ予防接種 燃焼

30 火 診　　察 検 査 日 資源１

午　前
（受付 午前8：30

～11：00）

午　後
（受付 午後1：30

～3：30）
（木曜日のみ午後2：00～3：30）

ほほえみポート天川

保 　 健 　 事 　 業

ご
み
収
集

国　保　診　療　所

見える所に貼り、ご活用下さい。

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30～

脳のトレーニング教室
運動機能向上教室10：30～

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 11月の予定表

国保診療所・ほほえみポート天川・
ごみ収集 11月の予定表



11

検診や教室等の内容やお申し込みの方法、その他、疑問な点やご不明な点につきましては、
ほほえみポート天川内保健師までお気軽にお問い合わせください。

連絡先　163－9110

今月は調理実習を予定しております。お子さま同士の遊び場に、また保護者の方の交流の場に、ぜひご
参加ください。お待ちしております。

※　参加対象・・・生後4ヶ月～幼稚園入園前までの親子
※　持ち物・・・タオル・お茶　など
※　送迎を希望される方は、前日までにご連絡下さい。

寒くなり、インフルエンザの流行する季節となってきます。インフルエンザの予防は日頃からの健康づ
くりが大切です。それと共に感染の拡大を防ぐには、ひとりひとりの意識が重要です。「うつらない」、そ
して万一インフルエンザに感染しても「うつさない」という強い意識を持って日頃の予防に注意していた
だきますようお願いいたします。
受診に際しては・・・
・インフルエンザを疑う場合は、必ず受診前に医療機関に電話連絡をし、医療機関の指示に従って受診
してください。
・また、体調の変化には十分ご注意いただき、異変を感じる場合は、くれぐれも無理をせず、速やかに
医師にご相談ください。

次にインフルエンザ予防接種についての費用助成についてお知らせします。対象ごとに手続き方法が異
なりますので、ご注意下さい。

天川村に住民票がある方が対象となります。
①非課税世帯及び生活保護世帯は3,600円（上限）を村で負担します。
↓②と③は天川村独自に実施しています。
②0歳～中学校3年生までのお子さんは、全額を村で負担します。
③65歳以上の方は、費用の一部1,000円を村で負担します。

【天川村国保診療所で接種した場合】
○手続きは不要です。対象の方に応じて診療所の窓口にて費用徴収しています。

【村外の医療機関で接種した場合】
0歳～中学校3年生までのお子さん及び非課税世帯・生活保護世帯の方
○医療機関の窓口で接種費用全額を自己負担し、領収書を受け取って下さい。
○次の準備をして、ほほえみポート天川内住民課までお越し下さい。
・印鑑　・領収書（紛失された場合は、医療機関での証明が必要になります。）
・振込み口座（役場に登録されている場合は必要ありません。）
○申請受付後、指定の口座に振り込みします。
65歳以上の方
○接種前にほほえみポート天川内住民課にて、医療機関宛の書類を交付します。それを持って医療機関
で接種を受けて下さい。

申 請 方 法

費用助成対象

保 健 事 業
の お 知 ら せ

うさちゃんくらぶのご案内

インフルエンザに関するお知らせ

日　程 時　間 会　　場 内　　　容 申込み
10：30～ みんなで作ろう！

11月11日（木）
14：00

ほほえみポート天川
～親子で調理実習をします～

必　要
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「天川賛歌」（7・最終回）
・・・各分野から「天川村の力」一言メッセージ・・・

今年４月から連載を開始し、いよいよ今月で７回目・最終回となりました。

いろんなジャンルの各界著名な皆様から「天川村賛歌」をいただき、そのご専門からも

「天川村の貴重さ」が多様に及ぶことを実感していただけたと思います。

先生方には、この紙面をお借りしてあらためて感謝申し上げます。.

風景写真家 

写真家 

奈良県立橿原考古学研究所所長 

奈良植物学研究会 

奈良教育大学名誉教授 

日本野鳥の会奈良支部前支部長 

森林インストラクター 

大阪産業大学人間環境学部講師 

奈良県山岳連盟副会長 

全国源流ネットワーク代表 

奈良インターカルチャー　代表 

ロケーションコーディネーター 

森林再生支援センター　専門委員 

奈良女子大学　共生科学研究センター 

 

ルーラルリサーチ（天川村の空気を育む会） 

（順不同・敬称略） 

米　谷　昌　浩 

林　　　幸　恵 

菅　谷　文　則 

森　本　範　正 

西　田　史　朗 

小　船　武　司 

水　谷　道　子 

谷　　　幸　三 

梅　屋　則　夫 

中　村　文　明 

 
佐　野　純　子

 

高　田　研　一 

佐　藤　拓　哉 

池　亀　建　治 

磯　村　幹　夫 

幸　家　大　郎 

4月号掲載 

9月号掲載 

4月号掲載 

8月号掲載 

8月号掲載 

7月号掲載 

9月号掲載 

7月号掲載 

5月号掲載 

5月号掲載 

6月号掲載 

6月号掲載 
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天川村には他所にないすばらしい魅力が備わっています。

豊かな自然、山岳信仰・修験道・役行者、南朝以来の歴史という貴重な資源です。大峰山にも何度か

来ていて、すっかり天川の魅力のとりこになってしまいました。幾つかの縁により「天川の空気を育む

会」に参加させてもらい、天川の方々と親交ができました。

天川は、講というかたちで、まちの人を「癒し」「みがく」場として長年にわたり人を惹きつけ続け

ています。村の人々もそれを誇りに思い、篤く想いを語ってくれるなど、本当にすばらしいところです。

近年、社会が大きく変化して、まちは経済至上主義のもと潤いがなくなって軋轢ばかり、人々の心は

荒廃、疲弊しています。

今こそ、まちのひとは、自然を直視し、自然のふところの中で自分を「みがく」ことのできる場所と

して、天川を必要としています。

まちの人々を天川に「引き込む新たな装置」をまちの観点から提案し、実現させたいと、「ルーラル

リサーチ」という活動を仲間と行っています。

ルーラル リサーチ（天川の空気を育む会） 池亀　建治

磯村　幹夫

幸家　大郎

天川力にひきつけられて

一万数千年前の昔、それまで長く西日本の広くを覆っていた亜寒帯の針葉樹林が、徐々に北へ北へと

帰り始めたのに、紀伊半島のあまりの高みに帰りそびれたものがいた。シラビソである。

シラビソは林をつくり天川の村に、大峯の山々に残った。その傍にはオオヤマレンゲなどのやはり帰

りそびれた美しい花をもつ植物などが何種類もシラビソに従い、全国まれにみる貴重な森をつくってき

た。

いま、麓の景色、人の暮らしが少しずつ、そして大きく変化する中で、これまで見たことのないほど

多くのシカがこの場で暮らすようになった。シカも自然の一員。それでも無理のない生息密度の20倍

もいれば、森が壊れる！山が崩れる。

これをみんなで何とかしなければなりません。

森林再生支援センター専門委員　高田　研一

※なお、天川村ホームページにて「天川賛歌」全文を紹介中です。

「帰りそびれた」貴重な森

�������
�������
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老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け

取ることができません。

国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳か

ら65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。なお、

老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間等が原則として25年以

上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することができ

ます（ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限られます）。

また、海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。

例えば、「厚生年金の加入記録を確認したい」ときや、「国民年金保険料の納め忘れがないか確認

したい」ときなどにご利用ください。

ご利用になるには、ユーザＩＤ・パスワードが必要となります。

お申し込みは日本年金機構ホームページまでお願いします。

（http：//www.nenkin.go.jp/）

【ご存知ですか？国民年金の任意加入制度】

年金の加入記録をインターネットでいつでも確認することができます。

【インターネットで年金の加入記録が確認できます】

【申込み・問合せ先】〒638-0431 奈良県吉野郡天川村洞川784-32 洞川エコミュージアムセンター
10747-64-0999 50747-64-0888〈E-mail〉eco@vill.tenkawa.lg.jp

※　参加費の一部は天川村の自然を守る「山癒の里基金」に寄附させていただきます。

洞川エコミュージアムセンター 洞川エコミュージアムセンター 洞川エコミュージアムセンター 

シリーズ大峯奥駈道を行く。昨年のリベンジ＝大峯奥駈の山々を一望できる前衛の山を縦走！
晴れれば絶景！！歩行計約6時間。（中級者向：下りハード）（※雨天及び雨天後は中止）
【集合場所】天川村役場駐車場（登山口送迎）
【講　　師】天川を学ぶ会　大西房次先生
【持 ち 物】弁当・水筒・帽子・タオル・雨具・登山の服装等
【参 加 費】2,500円（小中学生半額）

⑧ 鉱山の歴史ある「天和山」ハイキング
大峯奥駈道を一望　今年こそ！

11月14日（日）9：10～16：30

日本年金機構・天　川　村
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平
成
二
十
二
年
第
三
回
天
川
村
議
会
定
例
会

が
、
九
月
十
日
に
召
集
さ
れ
開
会
し
ま
し
た
。

会
期
に
つ
い
て
は
九
月
十
七
日
ま
で
の
八
日
間

と
定
め
、
原
案
の
と
お
り
承
認
、
認
定
、
可
決

し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

定
例
会
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

◇
天
川
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

▼
児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
に
伴
い
、
本
年
八

月
よ
り
新
た
に
父
子
家
庭
に
も
児
童
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
父
子
家
庭
に

お
け
る
受
給
調
整
の
規
定
を
設
け
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇
平
成
二
十
一
年
度
決
算
に
基
づ
く
天
川
村
健

全
化
判
断
比
率
等
の
報
告
に
つ
い
て

▼
村
長
か
ら
健
全
化
判
断
比
率
並
び
に
公
営
企

業
会
計
に
お
け
る
資
金
不
足
比
率
の
報
告
を

受
け
ま
し
た
。
実
質
交
際
費
比
率
並
び
に
資

金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、
早
期
健
全
化
基
準

と
比
較
す
る
と
い
ず
れ
も
こ
れ
を
下
回
っ
て

お
り
概
ね
適
正
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

報
告
事
項

承
認
事
項

〜
決
算
に
つ
い
て
〜

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

二，

四
六
二，

四
二
九
千
円

歳
出
決
算
額

二，

一
八
一，

一
四
八
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）

二
八
一，

二
八
一
千
円

◇
平
成
二
十
一
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度
天
川
村
国
民
健
康
保
険
事

業
勘
定
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

歳
入
決
算
額

二
七
八，

六
五
四
千
円

歳
出
決
算
額

二
七
三，

六
九
二
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）

四，

九
六
二
千
円

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
老
人
保
健
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

二，

〇
三
二
千
円

歳
出
決
算
額

一，

四
二
五
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）六

〇
七
千
円

◇
平
成
二
十
一
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度
天
川
村
国
民
健
康
保
険
直

診
勘
定
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

歳
入
決
算
額

一
六
七，

八
八
一
千
円

歳
出
決
算
額

一
六
六，

一
三
九
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）

一，

七
四
二
千
円

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
洞
川
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て歳
入
決
算
額

二
三，

四
三
〇
千
円

歳
出
決
算
額

二
一，

九
四
七
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）

認
定
事
項

一，

四
八
三
千
円

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
栃
尾
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

二，

五
六
五
千
円

歳
出
決
算
額

一，

九
九
九
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）五

六
六
千
円

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
下
水
道
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

一
四
六，

〇
三
七
千
円

歳
出
決
算
額

一
四
五，

〇
二
七
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）

一，

〇
一
〇
千
円

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
介
護
保
険
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

二
四
八，

三
八
三
千
円

歳
出
決
算
額

二
四
五，

五
六
六
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）

二，

八
一
七
千
円

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
中
央
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

二
九
一，

九
一
一
千
円

歳
出
決
算
額

二
八
九，

一
一
六
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）

二，

七
九
五
千
円

◇
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

歳
入
決
算
額

三
三，

六
四
六
千
円

歳
出
決
算
額

三
三，

四
六
二
千
円

差
引
残
額
（
二
十
二
年
度
繰
越
）一

八
四
千
円

◇
決
算
に
つ
い
て
は
議
員
全
員
に
よ
る
決
算
審

査
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
委
員
長
に
小

屋
議
員
、
副
委
員
長
に
辻
議
員
が
互
選
さ
れ

九
月
十
三
日
、
十
四
日
の
二
日
間
に
わ
た
り

審
査
が
行
わ
れ
次
の
と
お
り
委
員
長
よ
り
決

算
審
査
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

九
月
定
例
会
に
上
程
さ
れ
ま
し
た
認
定
第

一
号
「
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」、
認
定
第

二
号
か
ら
認
定
第
十
号
ま
で
の
平
成
二
十
一

年
度
各
特
別
会
計
「
九
会
計
」
の
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
九
月
十
日
の
本

会
議
に
お
い
て
、
議
員
全
員
で
構
成
す
る
決

算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
付
託
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

本
委
員
会
は
、
本
会
議
に
設
置
さ
れ
た
後
、

正
副
委
員
長
の
互
選
と
審
査
に
つ
い
て
の
協

議
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
委
員
長
に
は
私
、「
小
屋
」
を
、

副
委
員
長
に
「
辻
委
員
」
を
選
出
し
、
審
査

日
九
月
十
三
日
、
十
四
日
の
二
日
間
で
慎
重

に
審
査
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
審
査
経

過
並
び
に
結
果
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
審
査
経
過
に
つ
い
て
で
す
が
、
九

月
十
三
日
、
午
前
九
時
よ
り
理
事
者
並
び
に

関
係
課
長
等
の
出
席
の
も
と
、
監
査
委
員
の

決
算
審
査
意
見
書
等
を
踏
ま
え
、
各
会
計
の

平
成
二
十
一
年
度
歳
入
歳
出
決
算
事
項
別
明

細
、
実
質
収
支
に
関
す
る
調
書
、
基
金
の
状

況
、
出
資
金
貸
付
金
の
状
況
等
に
つ
い
て
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

続
い
て
、
十
四
日
は
、
平
成
二
十
一
年
度

に
実
施
さ
れ
た
諸
事
業
の
中
か
ら
、
山
西
養

殖
場
電
気
設
備
改
修
工
事
、
移
動
通
信
用
鉄

塔
施
設
建
設
工
事
二
箇
所
、
林
道
殿
野
坪
内

線
改
良
工
事
、
林
道
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
設
置
工

事
、
林
道
殿
野
坪
内
線
舗
装
工
事
、
弥
山
橋

旧
橋
撤
去
工
事
、
天
川
村
総
合
案
内
所
整
備

工
事
、
水
質
保
全
下
水
道
事
業
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
事

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

平
成
二
十
二
年
第
三
回
定
例
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
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業
施
設
整
備
工
事
　
洞
川
温
泉
街
路
灯
整
備

工
事
、
洞
川
温
泉
道
路
美
化
工
事
、
洞
川
温

泉
道
標
等
整
備
工
事
、
毛
又
橋
橋
梁
架
設
下

部
工
工
事
、
毛
又
橋
橋
梁
架
設
上
部
工
工
事

状
況
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
一
般
会

計
決
算
規
模
は
、
歳
入
総
額
で
二，

四
六
二，

四
二
九
千
円
、
歳
出
総
額
二，

一
八
一，

一

四
八
千
円
で
、
歳
入
歳
出
差
引
額
は
二
八
一，

二
八
一
千
円
、
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財

源
四
九，

五
四
〇
千
円
を
差
し
引
い
た
実
質

収
支
額
は
、
二
三
一，

七
四
一
千
円
の
黒
字

決
算
と
な
っ
て
お
り
、
各
種
臨
時
交
付
金
の

影
響
な
ど
か
ら
堅
調
な
財
政
運
営
を
行
っ
て

い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
村
税
に
お
け
る
収
入
未

済
額
が
一
三，

〇
〇
〇
千
円
程
発
生
し
て
い

る
。
平
成
二
十
年
度
決
算
と
比
較
し
、
約
三，

〇
〇
〇
千
円
増
え
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

公
平
な
負
担
の
観
点
か
ら
も
、
滞
納
者
の

実
態
を
十
分
把
握
し
、
悪
質
な
滞
納
者
に
対

す
る
厳
正
な
対
処
な
ど
早
期
に
効
率
的
・
効

果
的
な
対
策
を
講
じ
、
未
収
金
の
解
消
と
新

た
な
収
入
未
済
の
発
生
防
止
に
一
層
努
め
る

こ
と
を
要
望
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
歳
出
面
で
は
、
事
業
の
選
択
と
集

中
の
徹
底
を
図
り
、
実
施
し
た
事
業
に
つ
い

て
は
そ
の
効
果
を
し
っ
か
り
検
証
さ
れ
た
い
。

今
後
に
お
い
て
も
健
全
で
均
衡
あ
る
財
政

運
営
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
天
川
村
長
期
総

合
計
画
を
着
実
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
要
望

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
平
成
二
十
一
年
度
の
各
特
別
会
計

決
算
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
会
計
で
黒
字

決
算
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
中
央
簡
易
水

道
事
業
に
か
か
る
、
一
般
会
計
繰
出
金
が
多

額
に
発
生
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
他
の
公
営
企
業
会
計
の
負
担
分
も

あ
わ
せ
て
償
還
計
画
に
基
づ
き
、
財
政
圧
迫

に
な
ら
な
い
よ
う
今
後
の
起
債
発
行
に
留
意

さ
れ
た
い
。

続
い
て
、
平
成
二
十
一
年
度
に
実
施
さ
れ

た
、
百
三
十
二
事
業
の
う
ち
十
四
事
業
を
対

象
に
現
地
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
水
質
保

全
事
業
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
事
業
）
に
つ
い
て
、
貯

水
槽
の
点
検
口
か
ら
の
臭
気
に
つ
い
て
は
十

分
な
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
し
尿

の
投
入
口
に
つ
い
て
も
管
理
上
の
事
故
等
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
過
疎
化
・
高
齢
化

が
進
み
、
林
業
等
基
幹
産
業
が
低
迷
を
続
け

る
中
、
高
齢
化
対
策
を
中
心
と
し
た
行
政
需

要
の
増
加
に
加
え
て
、
村
債
の
発
行
に
伴
う

公
債
費
の
増
加
を
は
じ
め
、
既
存
施
設
の
維

持
管
理
等
の
経
常
経
費
に
つ
い
て
も
年
々
増

加
傾
向
に
あ
り
、
さ
ら
に
は
生
活
環
境
の
整

備
、
学
校
施
設
の
整
備
充
実
等
へ
の
投
資
的

経
費
も
今
後
予
想
さ
れ
る
が
、
今
後
よ
り
一

層
の
行
財
政
改
革
に
努
め
て
い
た
だ
き
、
天

川
村
に
住
ん
で
き
て
よ
か
っ
た
と
い
え
る
村

づ
く
り
を
進
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
要
望
し
、

本
委
員
会
は
平
成
二
十
一
年
度
天
川
村
一
般

会
計
並
び
に
各
特
別
会
計
の
決
算
の
認
定
案

件
十
件
を
、
全
委
員
一
致
で
認
め
る
こ
と
に

決
し
た
こ
と
を
結
論
と
し
、
委
員
長
報
告
と

し
ま
す
。

〜
条
例
に
つ
い
て
〜

可
決
事
項

◇
天
川
村
税
等
の
滞
納
に
対
す
る
行
政
サ
ー
ビ

ス
等
の
制
限
措
置
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

▼
村
税
等
を
滞
納
し
、
納
税
に
つ
い
て
誠
実
性

を
欠
く
者
に
対
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
の
制

限
措
置
を
講
じ
、
納
税
の
公
平
性
を
確
保
す

る
と
と
も
に
村
税
等
の
徴
収
に
対
す
る
村
民

の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
制
定
す
る
も
の
で

す
。

◇
天
川
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

▼
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
個
人
住

民
税
の
扶
養
控
除
の
見
直
し
及
び
地
方
た
ば

こ
税
の
税
率
の
引
き
上
げ
等
に
よ
り
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇
天
川
村
乳
幼
児
及
び
児
童
・
生
徒
医
療
費
助

成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▼
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
、
村
が

独
自
に
対
象
拡
大
し
て
い
る
「
小
中
学
生
の

医
療
費
完
全
無
償
化
事
業
」
に
つ
い
て
も
自

動
償
還
方
式
の
取
扱
い
が
で
き
る
こ
と
と
な

り
、
就
学
後
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
新
た

な
証
明
書
の
発
行
を
行
う
た
め
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇
天
川
村
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

▼
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
の
記
載
が
変
更
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
あ
り
ま
す
。

◇
天
川
村
営
住
宅
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

▼
国
土
調
査
の
成
果
に
基
づ
く
地
番
が
変
更
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
あ
り
ま
す
。

◇
天
川
村
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

▼
ミ
ッ
ク
ス
事
業
の
実
施
に
伴
い
、
今
後
生
し

尿
の
流
入
量
に
応
じ
た
繰
入
金
が
見
込
め
る

こ
と
か
ら
、
段
階
的
に
使
用
料
を
減
額
す
る

た
め
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

〜
予
算
に
つ
い
て
〜

◇
平
成
二
十
二
年
度
天
川
村
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
二
号
）
に
つ
い
て

▼
一
八，

四
二
六
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二，

〇
四
三，

八
九
七
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇
平
成
二
十
二
年
度
天
川
村
国
民
健
康
保
険
事

業
勘
定
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に

つ
い
て

▼
八
四
〇
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二
六
八，

一
四
七
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇
平
成
二
十
二
年
度
天
川
村
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て

▼
二，

七
四
八
千
円
を
増
額
し
、
総
額
を
二
四

〇，

九
九
二
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◇
天
川
村
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
策
定
に

つ
い
て

▼
平
成
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
過
疎
地
域
自

立
促
進
特
別
措
置
法
」
の
期
限
が
延
長
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平

成
二
十
七
年
度
ま
で
の
六
ヵ
年
計
画
を
新
た

に
策
定
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

最
終
日
（
十
七
日
）
に
一
般
質
問
が
あ
り
ま

し
た
。

◇
銭
谷
議
員
の
質
問

▼
平
成
二
十
一
年
度
決
算
で
、
二
億
三
千
百
万
円

余
り
の
黒
字
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
来
な
ら

黒
字
決
算
は
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
が
、
黒

字
額
が
異
常
と
も
思
え
る
額
に
、
私
は
喜
ん
で

一
般
質
問
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い
い
の
か
疑
問
に
思
い
ま
す
。
何
も
せ
ず
に
黒

字
に
な
っ
た
も
の
な
ら
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
等
の

低
下
に
つ
な
が
ら
な
い
の
か
？

今
後
、
村
長
は
、
黒
字
対
策
と
し
て
何
を
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
政
策
な
り
、
事
業

計
画
が
あ
る
の
な
ら
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
銭
谷
議
員
の
質
問
に
お
答
え
致
し
ま
す
。

ご
指
摘
の
と
お
り
、
平
成
二
十
一
年
度
一
般

会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
に
お
け
る
実
質
収
支

額
は
、
地
方
交
付
税
の
増
加
に
加
え
、
各
種

臨
時
交
付
金
事
業
の
実
施
に
よ
る
財
政
効
果

等
の
影
響
に
よ
り
、
２
億
円
を
超
え
る
黒
字

決
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
本
年
度
に
つ
き
ま
し
て
も
地
方
交
付

税
の
伸
び
と
累
積
黒
字
等
に
よ
り
、
こ
の
ま

ま
推
移
致
し
ま
す
と
前
年
度
を
上
回
る
黒
字

決
算
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

す
。

私
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
黒
字
を
良
し
と
す

る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
余
剰
財
源
を
タ

イ
ム
リ
ー
に
村
政
に
反
映
す
べ
き
こ
と
は
十

分
に
承
知
し
て
お
り
ま
す
が
、
国
政
の
情
勢

が
見
極
め
に
く
い
昨
今
、
財
源
の
六
割
近
く

を
地
方
交
付
税
に
依
存
し
て
い
る
本
村
に
と

っ
て
、
今
後
の
交
付
税
制
度
の
動
向
に
十
分

注
視
す
る
必
要
が
あ
り
、
将
来
的
に
は
決
し

て
楽
観
視
で
き
る
財
政
状
況
に
な
い
も
の
と

認
識
し
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
長
期
総
合
計
画
並
び
に
今
定
例
議

会
に
上
程
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
過
疎
地

域
自
立
促
進
計
画
の
重
点
事
業
へ
の
多
額
の

財
政
出
動
も
十
分
に
視
野
に
い
れ
て
お
く
必

要
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
面
は
よ
り
慎
重
を

期
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ

基
金
へ
の
積
立
も
行
な
い
、
今
後
に
お
け
る

効
果
的
な
事
業
実
施
に
生
か
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◇
銭
谷
議
員
の
質
問

▼
政
策
を
行
う
に
し
て
も
、
思
い
つ
き
の
計
画

性
に
と
ぼ
し
い
施
策
で
は
な
く
、
雇
用
創
出

事
業
な
ど
若
者
定
住
や
、
Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｉ
タ

ー
ン
に
つ
な
が
る
様
な
選
択
集
中
で
行
っ
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

◇
小
屋
議
員
の
質
問

▼
村
長
が
九
月
十
日
の
全
員
協
議
会
の
お
り
に
、

洞
川
中
学
校
と
天
川
中
学
校
の
統
合
に
つ
い

て
考
え
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
い
ろ
い
ろ
な
難
問
に
突
き

当
た
る
と
思
い
ま
す
が
、
再
度
、
村
長
の
決

意
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
小
屋
議
員
の
中
学
校
統
合
に
関
す
る
質
問
に

つ
い
て
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

昨
年
、
村
長
に
就
任
以
来
、
幼
稚
園
・
小
学

校
・
中
学
校
の
施
設
一
体
型
に
よ
る
一
貫
教

育
の
実
現
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
す
る
Ｐ
Ｔ
Ａ
の

皆
様
方
や
地
域
の
方
々
に
対
し
ま
す
説
明
等

が
十
分
で
は
な
か
っ
た
事
な
ど
に
よ
り
、
結

果
的
に
保
護
者
の
皆
様
や
地
域
の
皆
様
、
更

に
は
議
員
の
皆
様
方
に
も
大
変
な
ご
心
配
や

ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
場

を
お
か
り
い
た
し
ま
し
て
、
改
め
て
お
詫
び

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
天
川
村
に
お
い
て
も
、
少
子
化
に
よ

る
生
徒
・
児
童
数
の
減
少
が
大
き
な
問
題
で

あ
り
、
中
学
校
の
統
合
は
喫
緊
の
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

平
成
十
九
年
度
に
洞
川
小
学
校
と
天
川
小
学

校
の
統
合
を
い
た
し
ま
し
た
。
小
学
校
が
一

校
と
な
り
複
式
学
級
の
解
消
や
、
よ
り
大
き

な
集
団
で
の
教
育
活
動
の
展
開
が
出
来
る
よ

う
に
な
り
、
現
在
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き

と
学
校
生
活
を
送
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

か
ね
て
か
ら
、
教
育
委
員
会
が
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
緊
急
の
課
題
と
し
て
、
中

学
校
の
統
合
問
題
が
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

本
年
度
に
な
り
、
教
育
委
員
の
欠
員
補
充
や

一
部
委
員
の
変
更
が
あ
り
、
新
体
制
の
中
で

協
議
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
次
の
内
容
の

提
案
を
受
け
ま
し
た
。

私
は
そ
の
提
案
内
容
に
つ
い
て
、
よ
く
理
解

が
で
き
ま
し
た
の
で
、
私
は
強
い
意
志
を
も

っ
て
取
り
組
も
う
と
決
断
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
洞
川
中
学
校
と
天
川
中
学
校
を
、

現
在
の
洞
川
中
学
校
校
舎
を
利
用
し
て
一
旦

統
合
し
、
並
行
し
て
天
川
小
学
校
横
に
中
学

校
校
舎
を
建
設
し
、
完
成
し
た
後
に
移
転
を

行
い
、
小
・
中
一
貫
教
育
を
実
施
す
る
と
い

う
も
の
で
す
。

こ
の
考
え
に
至
っ
た
の
は
、

共
に
学
び
合
っ
て
き
た
子
ど
も
達
が
、
小
学

校
を
卒
業
す
る
と
二
ヶ
所
の
中
学
校
に
分
か

れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
悲
し
い
現
実
を
一
刻

も
早
く
解
消
し
た
い
こ
と
、
ま
た
、
天
川
中

学
校
の
現
校
舎
が
国
の
耐
震
基
準
に
達
し
て

い
な
い
た
め
、
子
ど
も
の
安
全
確
保
と
い
う

観
点
を
重
視
し
た
こ
と
に
よ
る
た
め
で
す
。

昨
年
度
は
、
保
護
者
や
地
域
へ
の
説
明
会
に

お
き
ま
し
て
、
幼
・
小
・
中
一
貫
教
育
の
実

現
を
目
指
す
方
向
で
説
明
を
し
て
き
ま
し
た
。

現
在
国
の
動
き
の
中
で
「
子
ど
も
・
子
育
て

新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、

幼
・
保
一
元
化
の
議
論
が
積
極
的
に
行
な
わ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
動
向
は
、
天
川
村
の
就
学
前
の
子
ど
も
た

ち
に
大
き
な
影
響
が
あ
り
、
今
後
村
の
子
育
て

の
施
策
と
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
と
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

幼
稚
園
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
の
動
き
を
正

確
に
見
極
め
な
が
ら
、
今
後
の
村
と
し
て
取

り
組
む
べ
き
子
育
て
を
含
め
た
検
討
を
進
め

る
場
を
設
定
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

よ
っ
て
今
回
は
、
小
・
中
一
貫
教
育
と
い
う

方
向
で
進
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
各
地
区
、
保
護
者
、
学
校
等
に

対
し
、
き
め
細
か
く
ご
理
解
を
頂
く
取
り
組

み
を
積
極
的
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

議
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
取

り
組
み
に
対
し
ま
し
て
、
深
い
ご
理
解
を
い

た
だ
き
、
よ
り
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◇
阪
谷
議
員
の
質
問

▼
村
長
の
政
策
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本
村

の
財
産
で
あ
る
森
林
資
源
を
活
用
で
き
る
対

策
と
し
て
、
温
泉
施
設
の
ボ
イ
ラ
ー
を
化
石

燃
料
か
ら
木
質
燃
料
に
入
れ
替
え
、
間
伐
材

の
有
効
利
用
に
つ
な
げ
、
環
境
循
環
型
の
村

を
つ
く
る
と
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
バ
イ
オ
マ
ス
導
入
に
つ
い
て
の
進

捗
状
況
、
今
後
の
進
め
方
等
に
つ
い
て
村
長

の
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
阪
谷
議
員
の
質
問
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
導
入
事
業
は
、
山
に
放
置

さ
れ
て
い
る
杉
・
桧
の
未
利
用
木
材
の
資
源

を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
し
て
利
用
す
る
事
業

で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
本
村
に
お
い
て
は
、
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温
浴
施
設
の
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
と
し
て
の
利

用
が
一
番
効
果
的
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
山
か
ら
加
工
施
設
ま
で
の

搬
出
の
方
法
や
経
費
等
の
検
討
、
そ
し
て
チ

ッ
プ
と
し
て
の
加
工
施
設
の
建
設
と
設
置
場

所
の
選
定
の
検
討
、
そ
し
て
温
浴
施
設
で
の

ボ
イ
ラ
ー
の
適
合
性
な
ど
す
べ
て
組
み
合
わ

さ
っ
た
上
で
の
事
業
の
実
現
で
あ
り
ま
す
。

今
後
は
、
実
現
に
向
け
て
の
庁
内
検
討
グ
ル

ー
プ
を
編
成
し
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
課
題

の
検
討
を
重
ね
バ
イ
オ
マ
ス
事
業
に
よ
る
林

業
の
活
性
化
に
向
け
て
の
第
一
歩
と
し
て
取

り
組
ん
で
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

◇
阪
谷
議
員
の
質
問

▼
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
中
で
、
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
導
入
概
算
事
業
費
と
し
て
、
平
成

二
十
三
年
度
に
十
万
円
、
平
成
二
十
四
年
度

に
三
百
万
円
、
平
成
二
十
五
年
度
に
三
千
五

百
万
円
、
平
成
二
十
六
年
度
、
平
成
二
十
七

年
度
に
そ
れ
ぞ
れ
百
万
円
が
見
込
ま
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
の
計
画
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
る

と
理
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
只
今
も
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
導
入
事
業
実
施
に
向
け
ま
し
て
は
、

搬
出
、
加
工
施
設
、
そ
し
て
燃
焼
さ
せ
る
た

め
の
施
設
ま
で
の
円
滑
な
流
れ
や
工
法
等
に

つ
い
て
十
分
協
議
を
重
ね
、
過
疎
地
域
自
立

促
進
計
画
に
沿
っ
た
事
業
を
推
進
で
き
る
よ

う
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

◇
阪
谷
議
員
の
質
問

▼
入
浴
施
設
改
修
事
業
と
し
て
、
天
の
川
温
泉
、

洞
川
温
泉
、
み
ず
は
の
湯
の
改
修
事
業
費
が

合
計
で
一
億
三
千
二
百
万
円
見
込
ま
れ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
内
天
の
川
温
泉
に
は
、
平
成

二
十
三
年
度
に
一
億
円
の
事
業
費
が
見
込
ま

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
事
業
内
容
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
願
い
た
い
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
入
浴
施
設
改
修
整
備
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

村
営
の
三
ケ
所
の
温
浴
施
設
の
改
修
整
備
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
特
に
昭
和
六
十
年
に
建

設
さ
れ
た
天
の
川
温
泉
セ
ン
タ
ー
で
は
、
施

設
全
般
の
老
朽
化
等
に
よ
る
水
漏
れ
が
た
び

た
び
発
生
し
、
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
は
建
設
当
所
に
想

定
し
た
利
用
者
以
上
の
観
光
客
が
訪
れ
、
浴

室
・
洗
い
場
等
が
狭
い
た
め
利
用
者
に
不
便

を
き
た
し
て
い
る
状
況
で
す
。
そ
こ
で
、
こ

の
た
び
施
設
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
計
画
し
、

概
算
事
業
費
と
し
て
一
億
円
を
見
込
ん
で
お

り
、
事
業
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
年
度

に
予
算
化
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
専
門

家
に
よ
る
基
本
調
査
の
結
果
を
参
考
に
し
て
、

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

洞
川
温
泉
セ
ン
タ
ー
及
び
薬
湯
セ
ン
タ
ー
に

つ
き
ま
し
て
は
、
設
備
機
器
の
更
新
を
計
上

し
て
お
り
、
二
箇
所
で
三
千
二
百
万
円
を
見

込
ん
で
い
ま
す
。

◇
阪
谷
議
員
の
質
問

▼
天
の
川
温
泉
の
改
修
事
業
費
一
億
円
に
ボ
ー

リ
ン
グ
費
用
は
見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
か
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
に
一
億
円
を
か
け

て
天
の
川
温
泉
を
改
修
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

長
期
間
の
休
館
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
導
入
事
業
費
と
し
て
、
平
成
二
十

五
年
度
に
見
込
ま
れ
て
い
る
三
千
五
百
万
円

を
前
倒
し
し
て
天
の
川
温
泉
に
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
を
導
入
さ
れ
る
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
一
億
円
で
は
ボ
ー
リ
ン
グ
費
用
は
厳
し
い
と

思
い
ま
す
。
ま
た
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
れ
ば
、

長
期
の
休
業
と
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
出
来

る
限
り
休
業
期
間
が
少
な
く
な
る
よ
う
時
期

的
な
も
の
も
考
え
な
が
ら
進
め
て
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

◇
阪
谷
議
員
の
質
問

▼
平
成
二
十
五
年
度
に
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
導
入
と

洞
川
温
泉
の
改
修
を
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
ま
ず
洞
川
温
泉
施
設
に
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
を
導
入
さ
れ
る
考
え
な
の
で
す
か
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
こ
の
両
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
現
時
点
で
は

関
連
は
し
て
お
ら
ず
、
洞
川
温
泉
へ
の
木
質

バ
イ
オ
マ
ス
の
導
入
に
つ
い
て
特
定
し
て
い

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
入
浴
施

設
の
改
修
の
状
況
や
設
置
場
所
を
考
え
検
討

し
、
ま
た
他
の
施
設
へ
の
導
入
の
可
能
性
等

も
含
め
て
取
り
組
み
を
行
な
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

◇
阪
谷
議
員
の
質
問

▼
高
齢
化
の
進
む
中
、
ま
た
、
集
落
が
散
在
し

て
お
る
こ
と
か
ら
、
上
水
道
に
つ
い
て
は
、

谷
水
を
利
用
し
飲
料
水
を
確
保
し
て
い
る
も

の
の
水
量
や
維
持
管
理
に
苦
慮
し
て
い
る
状

況
に
あ
る
西
部
地
区
の
上
水
道
未
整
備
地
区

の
改
善
に
つ
い
て
、
今
後
の
整
備
計
画
の
考

え
方
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
阪
谷
議
員
の
西
部
地
区
の
上
水
道
整
備
に
つ

い
て
の
質
問
に
お
答
え
致
し
ま
す
。

本
村
の
上
水
道
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
簡

易
水
道
事
業
と
し
て
洞
川
地
区
、
栃
尾
地
区
、

中
央
地
区
が
あ
り
、
現
在
八
三
％
の
普
及
率

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
除
く
九
尾
以
西
地

区
の
現
状
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
概
ね
各
大

字
所
有
の
谷
水
供
給
施
設
を
維
持
管
理
し
使

用
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
近
年
、
施
設
の
老
朽

化
に
加
え
住
民
の
高
齢
化
に
よ
り
継
続
維
持

に
支
障
を
来
た
す
大
字
も
発
生
し
て
き
て
お

り
ま
す
。

す
で
に
本
年
、
一
地
区
よ
り
正
式
に
簡
易
水

道
事
業
へ
の
移
行
の
要
望
や
、
他
地
区
か
ら

も
施
設
の
改
修
の
要
望
も
い
た
だ
い
て
い
る

状
況
で
あ
り
ま
す
。

今
後
は
水
道
の
整
備
計
画
を
作
成
の
う
え
、

各
地
区
の
実
情
を
正
確
に
把
握
し
、
簡
易
水

道
か
、
ま
た
は
今
あ
る
水
道
整
備
補
助
金
の

制
度
の
見
直
し
を
含
め
た
検
討
行
い
、
西
部

地
区
の
地
域
に
合
っ
た
整
備
計
画
を
作
成
し
、

進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

◇
阪
谷
議
員
の
質
問

▼
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
中
で
簡
易
水
道

未
普
及
地
域
の
整
備
事
業
費
が
平
成
二
十
四

年
度
に
二
億
円
、
平
成
二
十
五
年
度
、
平
成

二
十
六
年
度
に
そ
れ
ぞ
れ
三
億
円
と
三
年
間

で
八
億
円
が
見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
平
成
二
十
四
年
度
に
見
込
ま
れ
て
お
り

ま
す
。
二
億
円
に
つ
い
て
は
、
一
地
区
か
ら

の
簡
易
水
道
事
業
へ
の
移
行
要
望
を
受
け
て

見
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

◇
村
長
の
答
弁

▼
一
地
区
の
要
望
も
含
め
て
西
部
地
域
の
総
合

的
な
計
画
を
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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I N F O R M A T I NO

過
換
気
症
候
群

（
過
呼
吸
症
候
群
）

こ
の
病
気
は
、
緊
張
や
不
安
、
興
奮
や
恐

怖
な
ど
、
精
神
的
な
要
因
で
起
こ
り
ま
す
。

突
発
的
に
息
が
あ
ら
く
な
り
、
手
足
や
唇
が

し
び
れ
、
動
悸
、
胸
痛
、
吐
き
気
、
け
い
れ

ん
な
ど
の
症
状
が
で
ま
す
。
若
い
女
性
に
多

い
の
で
す
が
、
男
性
や
高
齢
者
に
も
見
ら
れ

ま
す
。
発
作
は
、
呼
吸
を
速
く
繰
り
返
し
た

た
め
に
、
血
液
中
の
二
酸
化
炭
素
が
減
っ
て

血
液
が
ア
ル
カ
リ
性
に
な
り
、
筋
肉
や
神
経

の
機
能
に
異
常
が
生
じ
た
た
め
に
起
こ
り
ま

す
。こ

の
発
作
が
起
こ
る
と
、
時
に
は
息
が
で

き
な
く
な
り
、
手
足
が
硬
直
し
て
失
神
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ひ
ど
い
時
は
、「
こ
の
ま

ま
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
恐
怖
感
に

お
そ
わ
れ
ま
す
。
何
事
に
対
し
て
も
不
安
に

な
り
や
す
い
性
格
の
人
に
起
こ
り
や
す
い
の

で
す
が
、
性
格
に
関
係
な
く
、
強
い
ス
ト
レ

ス
や
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
の
運
動
で
も
起
こ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

狭
心
症
や
肺
炎
の
ほ
か
、
肺
に
穴
が
あ
く

気
胸
な
ど
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
人
の
病
歴
や
発
作

の
状
況
な
ど
か
ら
診
断
が
つ
き
ま
す
。

治
療
は
、
一
般
的
に
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
グ
法

を
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
紙
袋
で
口
と
鼻
を

お
お
い
、
自
分
の
は
い
た
息
を
再
び
吸
い
込

み
ま
す
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、

血
液
中
の
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
が
あ
が
り
、

症
状
が
や
わ
ら
い
で
き
ま
す
。
こ
れ
で
回
復

し
な
い
と
き
は
、
注
射
な
ど
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
病
気
に
つ
い
て
主
治
医
か
ら
詳
し
く

説
明
を
受
け
、
知
識
を
し
っ
か
り
身
に
つ
け

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

奈
良
県
医
師
会

エ
イ
ズ
相
談
・
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
（
エ
イ
ズ
検

査
）
を
休
日
、
夜
間
に
行
い
ま
す
。

▼
日
時：

○
休
日
検
査
（
予
約
不
要
）

十
二
月
五
日
（
日
）

午
後
一
時
〜
午
後
三
時

○
夜
間
検
査
（
予
約
不
要
）

十
二
月
七
日
（
火
）

午
後
五
時
半
〜
午
後
七
時
半

○
通
常
相
談
・
検
査
（
予
約
不
要
）

毎
月
第
二
・
四
月
曜
日
（
祝
祭
日
除
く
）

午
前
九
時
〜
午
前
十
一
時

▼
内
容：

相
談
　
血
液
検
査
　
結
果
説
明

▼
場
所：

吉
野
保
健
所

吉
野
郡
下
市
町
新
住
一
五
―
三

※
検
査
、
相
談
は
無
料
・
匿
名
で
す
。

▼
問
い
合
せ
先：

吉
野
保
健
所
　
健
康
増
進
課
　
感
染
症
係

1：

〇
七
四
七
―
五
二
―
〇
五
五
一

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
を
は
じ
め

と
し
て
職
場
等
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
女
性

の
人
権
に
関
わ
る
問
題
全
般
に
つ
い
て
、
人

権
擁
護
委
員
の
中
の
男
女
共
同
参
画
社
会
推

進
委
員
が
下
記
の
と
お
り
無
料
・
秘
密
厳
守

で
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
日
時：

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
五
日

（
日
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
土
）

（
平
日
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
七

時
ま
で

（
土
曜
日
・
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で

▼
対
象：

奈
良
県
内
在
住
の
女
性

▼
相
談
員：

奈
良
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

女
共
同
参
画
社
会
推
進
委
員
（
人
権
擁
護

委
員
）

▼
お
問
い
合
わ
せ：

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

1：

〇
五
七
〇
―
〇
七
〇
―
八
一
〇

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

県
土
の
環
境
保
全
を
目
的
に
、
不
法
投
棄

ゼ
ロ
を
目
指
す
「
不
法
投
棄
ゼ
ロ
作
戦
」
推

進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間：

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

（
月
）
〜
十
四
日
（
日
）「
不
法
投
棄
ゼ
ロ

作
戦
強
化
週
間
」

▼
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
主
な
内
容：

不
法
投
棄
ゼ
ロ
作
戦
推
進
大
会
の
開
催

▼
日
時：
十
一
月
十
三
日
（
土
）
十
三
時
〜

▼
場
所：
大
淀
町
文
化
会
館
　
会
議
室
Ａ
、

Ｂ
（
近
鉄
下
市
口
駅
か
ら
徒
歩
十
分
）

▼
概
要：

・
事
例
発
表
　
大
淀
町
（
建
設
環
境
部
環
境

整
備
課
）
南
和
広
域
美
化
セ
ン
タ
ー

・
講
演
「
ご
み
に
つ
い
て
考
え
よ
う
」

講
師：

フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

桑
原
征
平
氏

・
展
示
コ
ー
ナ
ー
（
啓
発
ポ
ス
タ
ー
・
リ
サ

イ
ク
ル
認
定
製
品
等
）

※
入
場
無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
先：

奈
良
県
景
観
環
境
局
廃
棄
物
対
策
課
内

奈
良
県
不
法
投
棄
ゼ
ロ
作
戦
推
進
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
実
行
委
員
会

1：

〇
七
四
二
―
二
七
―
八
七
四
八

Ｆ
Ａ
Ｘ：

〇
七
四
二
―
二
二
―
七
四
八
二

▼
開
催
日
・
テ
ー
マ

・
十
一
月
十
三
日：

相
続
・
遺
言

・
十
二
月
十
一
日：

裁
判
員
制
度

・
一
月
八
日：

建
築
に
関
す
る
紛
争

・
二
月
十
二
日：

犯
罪
被
害
者

・
三
月
十
二
日：

成
年
後
見

▼
時
間：

午
後
一
時
〜
三
時
ま
で

▼
場
所：

奈
良
弁
護
士
会
館

▼
申
込：

ハ
ガ
キ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
〇
七
四
二
―
二

三
―
八
三
一
九
）
に
て

希
望
講
座
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名

（
ふ
り
が
な
）、
電
話
番
号
を
記
入

▼
申
込
先：

奈
良
弁
護
士
会

〒
六
三
〇
―
八
二
三
七

奈
良
市
中
筋
町
二
十
二
番
地
の
一

1：

〇
七
四
二
―
二
二
―
二
〇
三
五

Ｆ
Ａ
Ｘ：

〇
七
四
二
―
二
三
―
八
三
一
九

「
不
法
投
棄
ゼ
ロ
作
戦
」

推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
つ
い
て

「
市
民
法
律
講
座
」
実
施
要
領

世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
（
十
二
月
一
日
）

十
一
月
十
五
日
〜
二
十
一
日
は

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強

化
週
間
」
で
す
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お し ら せ

「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
平
成
十
六
年

十
二
月
一
日
成
立
）」
に
基
づ
き
閣
議
決
定
さ

れ
た
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」
で
毎
年

十
一
月
二
十
五
日
か
ら
十
二
月
一
日
の
一
週

間
を
『
犯
罪
被
害
者
週
間
』
と
設
定
さ
れ
、

期
間
中
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
団
体

等
が
、
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
理
解
の
増
進
を

図
る
た
め
の
啓
発
事
業
を
集
中
的
に
実
施
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

地
域
社
会
で
犯
罪
被
害
者
を
支
え
る
と
と

も
に
、
地
域
社
会
が
一
丸
と
な
っ
て
犯
罪
と

対
決
す
る
気
運
を
高
め
、「
安
全
・
安
心
の
街

づ
く
り
」
を
実
現
す
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者

支
援
奈
良
県
民
の
つ
ど
い
を
開
催
し
ま
す
！

▼
日
時：

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日

（
金
）

午
後
一
時
半
〜
午
後
四
時
半
（
午

後
一
時
開
場
）

▼
場
所：

奈
良
市
な
ら
ま
ち
セ
ン
タ
ー
（
市

民
ホ
ー
ル

奈
良
市
東
寺
林
町
三
十
八
番
地

※
近
鉄
奈
良
駅
か
ら
南
へ
徒
歩
十
分
（
猿
沢

池
南
側
））

▼
主
催：

奈
良
県
・
奈
良
県
警
・
（
社
）
な

ら
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

◎
オ
ー
プ
ニ
ン
グ：

奈
良
県
警
察
音
楽
隊
に

よ
る
ウ
ェ
イ
ル
カ
ム
コ
ン
サ
ー
ト

◎
開
会
式
典：

主
催
者
あ
い
さ
つ
等

◎
基
調
講
演：

演
題
「
途
切
れ
な
い
支
援
の

重
要
性
」
・
全
国
犯
罪
被
害
者
の
会
幹

事
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ひ
ょ
う
ご
被
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー
監
事

土
師
　
守
　
氏

◎
被
害
者
支
援
フ
ォ
ー
ラ
ム：

テ
ー
マ
「
犯

罪
被
害
者
へ
の
途
切
れ
な
い
支
援
」

★
参
加
無
料
で
す
。
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先：

奈
良
県
警
察
本
部
県
民

サ
ー
ビ
ス
課
犯
罪
被
害
者
支
援
係

1：

〇
七
四
二
―
二
三
―
〇
一
一
〇
（
代
表
）

◎
ナ
ポ
く
ん
相
談
コ
ー
ナ
ー

1：

〇
七
四
二
―
二
三
―
一
一
〇
八
（
ダ
イ

ヤ
ル
式
）

♯
九
一
一
〇
（
プ
ッ
シ
ュ
式
）

Ｆ
Ａ
Ｘ：

〇
七
四
二
―
二
四
―
〇
八
七
四

▼
時
間：

終
日

▼
内
容：

犯
罪
被
害
や
ス
ト
ー
カ
ー
・
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
・
子
供
の
非
行
・
嫌
が
ら

せ
な
ど
、
事
件
や
事
故
に
至
っ
て
い
な
い

が
不
安
や
危
険
を
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど

◎
ヤ
ン
グ
・
い
じ
め
一
一
〇
番

1：

〇
七
四
二
―
二
二
―
〇
一
一
〇

（
中
南
和
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）

1：

〇
七
四
四
―
二
七
―
四
五
四
四

▼
時
間：

終
日

▼
内
容：

子
供
の
非
行
問
題
、
い
じ
め
な
ど

で
悩
ん
で
い
る
少
年
の
相
談

◎
悪
質
商
法
一
一
〇
番

1：

〇
七
四
二
―
二
四
―
九
四
四
一

▼
時
間：

終
日

▼
内
容：

悪
質
商
法
の
被
害
に
関
す
る
相
談

◎
性
犯
罪
被
害
相
談
一
一
〇
番

1：

〇
七
四
二
―
二
四
―
四
一
一
〇

▼
時
間：

土
・
日
・
祝
日
を
除
く
八
時
半
〜

十
七
時
十
五
分

▼
内
容：

性
犯
罪
被
害
の
届
出
及
び
性
犯
罪

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談

◎
覚
せ
い
剤
一
一
〇
番

1：

〇
七
四
二
―
三
三
―
一
八
一
八

▼
時
間：

終
日

▼
内
容：

薬
物
被
害
に
関
す
る
相
談

◎
暴
力
一
一
〇
番

1：

〇
七
四
二
―
二
五
―
〇
一
一
〇

◎
暴
力
団
離
脱
一
一
〇
番

1：

〇
七
四
二
―
二
三
―
九
三
八
四

▼
時
間：

終
日

▼
内
容：

暴
力
団
に
関
す
る
困
り
ご
と
相
談

◎
暴
力
団
か
ら
の
離
脱
に
関
す
る
相
談
・
各

警
察
署
の
警
察
安
全
相
談
・
「
ナ
ポ
く
ん

相
談
コ
ー
ナ
ー
」

各
警
察
署
の
代
表
電
話
番
号
（
内
線
二
一
六
）

▼
時
間：

終
日

▼
内
容：

犯
罪
被
害
や
ス
ト
ー
カ
ー
・
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
・
子
供
の
非
行
・
嫌
が
ら

せ
な
ど
の
事
件
や
事
故
に
至
っ
て
い
な
い

が
不
安
や
危
険
を
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど

◎
（
社
）
な
ら
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

相
談
電
話

1：

〇
七
四
二
―
二
四
―
〇
七
八
三

▼
時
間：

月
〜
水
、
金
・
土
曜
（
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）
十
時
〜
十
五
時

▼
内
容：

犯
罪
被
害
者
や
そ
の
ご
家
族
等
か

ら
の
電
話
相
談
・
面
接
相
談

▼
捜
査
過
程
に
お
け
る
被
害
者
の
精
神
的
負

担
の
軽
減

◎
被
害
者
支
援
要
員
制
度

被
害
者
に
対
す
る
支
援
活
動
は
、
事
件
発

生
直
後
か
ら
必
要
と
な
り
ま
す
。

警
察
に
よ
る
被
害
者
支
援
に
係

る
各
種
施
策
等

犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
相
談
窓
口

そ
こ
で
、
専
門
的
な
被
害
者
支
援
が
必
要

と
さ
れ
る
事
案
が
発
生
し
た
と
き
に
、
捜

査
員
と
は
別
に
指
定
さ
れ
た
警
察
職
員
が
、

各
種
被
害
者
支
援
活
動
を
推
進
す
る
制
度

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎
性
犯
罪
被
害
者
対
策
要
員
制
度

強
姦
、
強
制
わ
い
せ
つ
等
の
性
犯
罪
は
、

被
害
者
の
尊
厳
を
踏
み
に
じ
り
、
身
体
的

の
み
な
ら
ず
精
神
的
に
も
極
め
て
思
い
被

害
を
与
え
る
犯
罪
で
す
。
し
か
し
、
性
犯

罪
の
被
害
者
は
、
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
や
羞

恥
心
か
ら
、
警
察
へ
の
被
害
申
告
を
た
め

ら
う
こ
と
も
多
く
、
被
害
が
潜
在
化
す
る

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
性
犯
罪
に
つ
い
て
、
指
定
さ
れ

た
女
性
警
察
官
が
、
性
犯
罪
の
捜
査
や
被

害
者
の
支
援
に
当
た
る
制
度
を
実
施
し
、

性
犯
罪
被
害
者
の
精
神
的
負
担
の
軽
減
に

努
め
て
い
ま
す
。

▼
被
害
者
に
対
す
る
情
報
提
供
等

◎
被
害
者
の
手
引
の
作
成
と
交
付

被
害
者
に
と
っ
て
、
犯
罪
に
よ
っ
て
受
け

た
被
害
を
回
復
・
軽
減
す
る
た
め
に
受
け

る
こ
と
の
で
き
る
支
援
の
内
容
や
、
刑
事

手
続
き
に
関
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
な
じ

み
の
な
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
警
察
で

は
、
刑
事
手
続
の
概
要
、
捜
査
へ
の
ご
協

力
の
お
願
い
、
被
害
者
が
利
用
で
き
る
制

度
、
各
種
相
談
機
関
や
窓
口
に
つ
い
て
わ

か
り
や
す
く
記
載
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
被
害
者
の
手
引
き
」
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

「
被
害
者
の
手
引
き
」
は
、
原
則
と
し
て
、

殺
人
や
傷
害
、
性
犯
罪
な
ど
の
身
体
犯
の

被
害
者
や
ひ
き
逃
げ
事
件
や
交
通
死
亡
事

故
な
ど
の
重
大
な
交
通
事
故
事
件
の
被
害

十
一
月
二
十
五
日
か
ら
十
二
月
一
日
は

『
犯
罪
被
害
者
週
間
』
で
す
！
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者
等
に
対
し
て
、
事
情
聴
取
に
当
た
っ
た

捜
査
員
等
が
配
付
し
て
い
ま
す
。

◎
被
害
者
連
絡
制
度

犯
罪
の
被
害
者
は
、
捜
査
の
状
況
や
加
害

者
が
ど
の
よ
う
な
処
分
を
受
け
た
か
な
ど

に
つ
い
て
非
常
に
関
心
が
あ
る
の
が
普
通

で
す
。
警
察
で
は
、
原
則
と
し
て
、
身
体

犯
や
重
大
な
交
通
事
故
事
件
の
被
害
者
又

は
そ
の
遺
族
の
方
に
対
し
、
刑
事
手
続
き

及
び
犯
罪
被
害
者
の
た
め
の
制
度
、
被
疑

者
検
挙
ま
で
の
捜
査
状
況
、
被
疑
者
の
検

挙
状
況
、
逮
捕
被
疑
者
の
処
分
状
況
に
つ

い
て
、
事
件
を
担
当
す
る
捜
査
員
が
連
絡

を
行
う
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
被
害
者
等
の
安
全
確
保

◎
再
被
害
防
止
の
措
置

被
害
者
は
、
加
害
者
か
ら
再
び
危
害
を
加

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を

持
っ
て
い
ま
す
。
特
に
暴
力
団
の
被
害
者

の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
お
礼
参
り
」
な

ど
を
恐
れ
て
届
出
を
ち
ゅ
う
ち
ょ
し
、
泣

き
寝
入
り
す
る
な
ど
の
ケ
ー
ス
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
警
察
で
は
、
被
害
者
が
安
心
し
て

届
出
が
で
き
る
よ
う
、
被
害
者
と
の
連
絡

を
密
に
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
と
と
も

に
、
状
況
に
応
じ
て
自
宅
や
勤
務
先
お
け

る
身
辺
警
戒
や
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
強
化
し

た
り
、
緊
急
通
報
装
置
を
貸
出
す
な
ど
、

被
害
者
へ
の
危
害
を
未
然
防
止
す
る
た
め
、

種
々
の
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

▼
女
性
・
子
供
を
犯
罪
被
害
か
ら
守
る
た
め

の
施
策

◎
女
性
の
た
め
の
安
全
相
談
所
等
の
設
置

県
下
の
六
交
番
に
「
女
性
の
た
め
の
安
全

相
談
所
」
を
開
設
し
、
女
性
警
察
官
が
性

犯
罪
等
に
関
す
る
相
談
や
被
害
届
に
対
応

し
て
い
ま
す
。

◎
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
設
置

警
察
本
部
少
年
課
内
及
び
橿
原
市
内
の
二

カ
所
に
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
開
設

し
、
い
じ
め
や
犯
罪
被
害
に
悩
む
少
年
や

そ
の
保
護
者
等
に
対
す
る
支
援
活
動
を
行

う
と
と
も
に
、
被
害
を
受
け
た
少
年
の
精

神
的
ダ
メ
ー
ジ
を
軽
減
し
、
そ
の
立
ち
直

り
を
支
援
す
る
活
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

事
件
や
事
故
の
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
が
原

因
で
、
▼
恐
ろ
し
く
て
外
出
で
き
な
い
。
▼

よ
く
眠
れ
な
い
、
悪
夢
を
見
る
。
▼
現
実
だ

と
い
う
感
覚
が
な
い
。
▼
何
を
す
る
気
力
も

な
い
。
▼
以
前
の
生
活
に
戻
れ
な
い
。

な
ど
、
ひ
と
り
で
お
悩
み
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

社
団
法
人
な
ら
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ

ー
は
、
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
ご
家
族
等
か
ら

の
相
談
に
応
じ
る
な
ど
の
支
援
等
、
犯
罪
被

害
者
等
の
方
々
が
再
び
平
穏
な
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
活
動
し
て
い
る
民
間
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
で
す
。

犯
罪
被
害
者
や
ご
家
族
の
方
か
ら
の
電
話

相
談
・
面
接
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
電
話
相
談：

月
曜
〜
水
曜
、
金
曜
・
土
曜

の
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
（
た
だ

し
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
。）

1：

〇
七
四
二
―
二
四
―
〇
七
八
三

▼
面
接
相
談：

犯
罪
被
害
者
等
の
希
望
や
必

要
に
よ
り
、
専
門
家
に
よ
る
心
理
相
談
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
法
律
相
談
等
を
行
っ

て
い
ま
す
。
面
接
相
談
に
は
予
約
が
必
要

で
す
。
相
談
電
話
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
対
象
事
件：

・
平
成
七
年
三
月
二
十
日
発
生
の
地
下
鉄
サ

リ
ン
事
件

・
平
成
六
年
六
月
二
十
七
日
〜
二
十
八
日
発

生
の
松
本
サ
リ
ン
事
件

・
平
成
元
年
十
一
月
四
日
発
生
の
弁
護
士
一

家
殺
人
事
件

・
平
成
六
年
五
月
九
日
発
生
の
サ
リ
ン
を
使

用
し
た
弁
護
士
殺
人
未
遂
事
件

・
平
成
六
年
十
二
月
二
日
発
生
の
Ｖ
Ｘ
を
使

用
し
た
殺
人
未
遂
事
件

・
平
成
六
年
十
二
月
十
二
日
発
生
の
Ｖ
Ｘ
を

使
用
し
た
殺
人
事
件

・
平
成
七
年
一
月
四
日
発
生
の
Ｖ
Ｘ
を
使
用

し
た
殺
人
未
遂
事
件

・
平
成
七
年
二
月
二
十
八
日
〜
三
月
一
日
に

発
生
し
た
公
証
役
場
事
務
長
逮
捕
監
禁
致

死
事
件

▼
給
付
額：

次
の
と
お
り
類
型
及
び
金
額
を
定
め
る
。

◎
死
亡：

二
千
万
円

◎
障
害：

ア：
介
護
を
要
す
る
障
害
（
一
・
二
級
）

三
千
万
円

イ：

重
度
の
障
害
（
一
〜
三
級
で
、
ア
以

外
の
も
の
）
二
千
万
円

ウ：

そ
の
他
の
障
害
（
四
〜
十
四
級
）

社
団
法
人
な
ら
犯
罪
被
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー

五
百
万
円

◎
傷
病
（
死
亡
・
障
害
を
も
た
ら
す
も
の
を

除
く
）

ア：

重
傷
病
（
通
院
加
療
一
月
以
上
の
傷

病
）
百
万
円

イ：

重
傷
病
以
外
の
傷
病
（
通
院
加
療
１

日
以
上
一
月
未
満
の
傷
病
）
十
万
円

▼
給
付
の
手
続
・
事
務：

一
、
給
付
は
国
が
行
い
、
所
管
庁
は
国
家
公

安
委
員
会
（
警
察
庁
）
と
す
る
。

二
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
お
い
て
申
請

受
付
・
裁
定
を
行
う
こ
と
と
し
、
施
行
に

要
す
る
経
費
は
、
事
務
費
を
含
め
、
国
に

お
い
て
措
置
す
る
。

三
、
裁
定
に
必
要
な
記
録
等
の
分
類
・
整

理
・
提
出
を
、
公
務
所
及
び
破
産
管
財
人

等
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
被
害
者
等
に
対
す
る
周
知
措
置
、
被
害

者
等
が
資
料
提
出
等
に
つ
い
て
過
重
な
手

続
負
担
を
負
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

規
程
を
置
く
。

▼
申
請
の
期
間：

◎
法
律
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
。（
本
年
十
二

月
十
七
日
ま
で
）

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
こ
の
期
間
内

に
申
請
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の

理
由
が
や
ん
だ
日
か
ら
六
ヶ
月
以
内
に
限

り
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
す
る
特

別
給
付
金
の
請
求
受
付
が
、
平
成
二
十
二
年

十
月
二
十
五
日
（
月
）
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

◎
対
象
者
は
、
戦
後
強
制
抑
留
者
で
平
成
二

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等

を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の

支
給
に
関
す
る
法
律
」
の
概
要

平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日
施
行

戦
後
強
制
抑
留
者
の
皆
様
へ



十
二
年
六
月
十
六
日
に
日
本
国
籍
を
有
す

る
ご
存
命
の
方
で
す
。

◎
請
求
受
付
期
間
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月

二
十
五
日
〜
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一

日
で
す
。

◎
当
基
金
か
ら
請
求
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。

ま
だ
、
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
方
は
、

当
基
金
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ：

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

事
業
部
特
別
給
付
金
担
当

1：

〇
五
七
〇
―
〇
五
九
―
二
〇
四

（
Ｉ
Ｐ
電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
〇
三
―
五
六

八
〇
―
二
七
四
八
）

▼
受
付
時
間：

平
日
九
時
〜
十
八
時
（
土
曜
、

日
曜
、
祝
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
）

▼
時
間
額：

六
九
一
円

（
平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
四
日
発
効
）

最
低
賃
金
は
、
常
時
・
臨
時
・
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
、
雇
用
形
態

や
呼
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
労

働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

奈
良
労
働
局
賃
金
室

1：

〇
七
四
二
―
三
二
―
〇
二
〇
六

大
淀
労
働
基
準
監
督

1：

〇
七
四
七
―
五
二
―
〇
二
六
一

「
一
人
で
も
雇
っ
た
ら
、
入
ろ
う
。
労
働

保
険
！
」
十
一
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促

進
強
化
期
間
」
で
す
。

労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
主
は
、

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）
に
加
入

す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
加
入
手
続
き
を
と
ら
れ
て
い
な
い
事

業
主
の
方
は
、
従
業
員
の
方
が
安
心
し
て
働
け

る
よ
う
、
加
入
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先：

・
大
淀
労
働
基
準
監
督

1：

〇
七
四
七
―
五
二
―
〇
二
六
一

・
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
下
市
）

1：

〇
七
四
七
―
五
二
―
三
八
六
七

・
奈
良
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

1：

〇
七
四
二
―
三
二
―
〇
二
〇
三

▼
日
時：
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
五
日

（
月
）
午
後
一
時
開
場
　
午
後
一
時
半
開
演

▼
場
所：

五
條
市
市
民
会
館
　
大
ホ
ー
ル

▼
基
調
講
演：

テ
ー
マ
「
地
域
医
療
の
現
状

と
課
題
」

講
師
　
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

和
田
頼
知
　
氏
（
公
認
会
計
士
）

▼
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン：

◎
テ
ー
マ
「
地
域
医
療
は
地
域
で
守
る
」

◎
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
奈
良
県
医
療
政
策

部
長
　
武
末
文
男
　
氏

◎
パ
ネ
ラ
ー
　
県
立
五
條
病
院
　
院
長
　
松

本
昌
美
　
氏

町
立
吉
野
病
院
　
院
長
　
國
松
幹
和
　
氏

町
立
大
淀
病
院
　
院
長
　
西
浦
公
章
　
氏

▼
参
加
方
法：

参
加
は
自
由
で
申
込
み
等
手

続
き
は
不
要
で
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先：

南
和
の
医
療
等
に
関

す
る
協
議
会
事
務
局

1
〇
七
四
七
―
二
二
―
一
二
八
三

〜
相
続
又
は
贈
与
等
に
係
る
生
命
（
損
害
）

保
険
契
約
等
に
基
づ
く
年
金
の
税
務
上
の

取
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て
〜

相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し
た
生
命
保

険
契
約
や
損
害
保
険
契
約
等
に
係
る
年
金
の

所
得
税
の
取
り
扱
い
を
改
め
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

こ
の
取
扱
い
の
変
更
に
よ
り
、
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【w
w
w
.nta.go.jp

】
を
ご
覧
頂
く
か
、
最
寄
の

税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▼
お
問
合
せ
先：

吉
野
税
務
署
総
務
課

1：

〇
七
四
六
―
三
二
―
三
三
八
五
（
代
表
）

小
規
模
共
済
制
度
は
、
個
人
事
業
主
ま
た

は
会
社
等
の
役
員
の
方
が
事
業
を
や
め
ら
れ

た
り
退
職
さ
れ
た
り
し
た
場
合
に
、
生
活
の

安
定
や
事
業
の
再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を

あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く
国
が
つ
く
っ
た

共
済
制
度
で
、
い
わ
ば
「
小
規
模
企
業
の
経

営
者
の
た
め
の
退
職
金
制
度
」
と
い
え
ま
す
。

こ
の
制
度
の
特
徴
は
、
掛
金
は
全
額
所
得
控

除
。
受
け
取
る
共
済
金
も
退
職
所
得
扱
い
又
は

公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い
と
な
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
の
お
問
い
合
わ
せ
と
加
入
申

込
み
は
、
商
工
会
、
商
工
会
議
所
、
青
色
申

告
会
、
金
融
機
関
の
本
支
店
の
窓
口
で
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
制
度
の
運
営
は
、
独
立
行

政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
行
っ
て

い
ま
す
。

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
共
済
制

URL：
http：

//www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

▼
お
問
い
合
わ
せ
先：

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

1：

〇
五
〇
―
五
五
四
一
―
七
一
七
一
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地域福祉ボランティア基金
金、1 0 0 , 0 0 0 円

九尾　大谷　チヨエ　様

（亡夫、大谷　勇　様のご供養として）

ありがとうございました

善　意　銀　行
金、1 0 0 , 0 0 0 円

花谷　光信　様

（亡父　花谷　清美　様のご供養として）

ありがとうございました

奈
良
県
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ

ま
し
た

南
和
の
医
療
を
考
え
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
開
催

奈
良
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

小
規
模
企
業
共
済
制
度
の
ご
案
内

お し ら せ



平
成
二
十
二
年
九
月
末
現
在
、
全
国
の
警

察
か
ら
指
名
手
配
さ
れ
て
い
る
者
は
、
警
察

庁
指
定
特
別
手
　
配
被
疑
者
と
し
て
地
下
鉄

サ
リ
ン
事
件
な
ど
で
特
別
手
配
し
て
い
る
オ

ウ
ム
真
理
教
関
係
被
疑
者
三
人
を
始
め
と
し

て
、
約
千
二
百
人
に
上
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
被
疑
者
は
、
殺
人
、
強
盗
等
の

凶
悪
事
件
、
暴
行
、
傷
害
等
の
粗
暴
事
件
、

窃
盗
事
件
、
詐
欺
、
横
領
等
の
知
能
犯
事
件

な
ど
に
関
し
て
手
配
さ
れ
て
お
り
、
再
び
犯

行
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

警
察
で
は
、
特
に
重
大
な
犯
罪
の
被
疑
者

を
選
定
し
た
上
で
、
十
一
月
中
に
全
国
警
察

の
総
力
を
挙
げ
て
追
跡
捜
査
を
行
う
こ
と
と

し
、
こ
れ
ら
被
疑
者
の
早
期
検
挙
に
取
り
組

ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
指
名
手
配
被
疑
者
の
発
見
に
向
け
た

捜
査
活
動
に
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
御
協
力

が
是
非
と
も
必
要
で
す
。

指
名
手
配
被
疑
者
に
よ
く
似
た
人
を
見
掛

け
た
と
い
っ
た
情
報
な
ど
、
ど
ん
な
わ
ず
か

な
こ
と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
警
察
に
通
報

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先：

中
吉
野
警
察
署

1
〇
七
四
七
―
五
三
―
〇
一
一
〇

「
指
名
手
配
被
疑
者
の

検
挙
に
御
協
力
を
!!
」

中
吉
野
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

お
気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。
な
お
、
健
康

相
談
は
無
料
相
談
の
み
で
、
診
療
・
検
査
等

は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◎
目
の
健
康
相
談
（
眼
科
医
会
）

十
一
月
九
日
（
火
）
午
後
二
時
〜
三
時

予
約
不
要

◎
整
形
外
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
整
形
外

科
部
会
）

十
一
月
十
六
日
（
火
）
午
後
二
時
〜
三
時

予
約
必
要

◎
内
科
疾
患
に
関
す
る
健
康
相
談
（
内
科
部

会
）

十
一
月
十
六
日
（
火
）
午
後
二
時
〜
三
時

予
約
必
要

◎
精
神
科
に
関
す
る
健
康
相
談
（
精
神
神
経

科
部
会
）

十
一
月
二
十
六
日
（
金
）

午
後
三
時
〜
四
時
　
予
約
必
要

▼
場
所：

奈
良
県
医
師
会
館
・
１
階
　
県
民

健
康
サ
ー
ビ
ス
室
（
近
鉄
大
和
八
木
駅
か

ら
北
へ
徒
歩
七
分
）

▼
連
絡
先：

〒
六
三
四
―
八
五
〇
二

橿
原
市
内
膳
町
五
―
五
―
八

奈
良
県
医
師
会
各
主
催
部
会

1
〇
七
四
四
―
二
二
―
八
五
〇
二
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奈
良
県
医
師
会
の
学
術
部
会
が

行
な
う
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ

I N F O R M A T I NO



天
川
村
民
憲
章

（
平
成
10
年
１
月
１
日
制
定
）

私
た
ち
は
、
古
い
歴
史
と
大
自
然
の
中
で
育
ま
れ
た
天
川
村
民

で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
一
人
ひ
と
り
が
生
き
が
い
の
あ

る
村
づ
く
り
を
す
る
た
め
こ
の
憲
章
を
制
定
し
ま
す
。

誰
も
が
満
天
に
輝
く
星
の
よ
う
に

●
一
人
ひ
と
り
が
光
り
輝
き
、
互
い
の
人
権
を
確
か
め
、

共
に
生
き
る
あ
た
た
か
い
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
ふ
れ
あ
い
、
支
え
あ
い
、
楽
し
み
あ
え
る
福
祉
の
村
に

し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
天
と
地
の
恵
み
で
育
つ
よ
う
に

●
郷
土
の
歴
史
か
ら
古
き
を
学
び
、
新
し
い
文
化
を
創
造

す
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
共
に
学
び
語
り
あ
う
、
生
涯
学
習
の
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

誰
も
が
清
ら
か
で
力
強
さ
の
あ
る
流
れ
の
よ
う
に

●
ス
ポ
ー
ツ
に
汗
を
流
し
、
働
く
厳
し
さ
の
中
に
も
明
日

へ
の
希
望
と
喜
び
を
感
じ
る
村
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
自
然
と
共
に
生
き
、
豊
か
で
活
気
み
な
ぎ
る
村
に
し
ま

し
ょ
う
。

村の花
オオヤマレンゲ

村の鳥
コマドリ

村の木
杉

燃焼 36.20トン
前月比 54.05％
前年同月比 100.11％

不燃 3.98トン
前月比 77.43％
前年同月比 127.16％

資源 8.45トン
前月比 74.65％
前年同月比 91.97％

粗大 2.29トン
前月比 110.63％
前年同月比 76.33％

9月のごみ
収集状況

幼 稚 園 だ よ り 幼 稚 園 だ よ り 

発
行
／
天
川
村
役
場

〒
638 -0392

奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
大
字
沢
谷
60番

地
TEL：

0747-63-0321
FAX：

0747-63-0329
企
画
・
編
集
／
総
務
課
広
報
係（
内
線
123）

U
R
L：
http://w

w
w
.vill.tenkaw

a.nara.jp/  E-m
ail：
tenkaw

a@
vill.tenkaw

a.lg.jp

広
報
 

平
成

22年
10月

31日
発
行
　
通
巻
405号

村のうごき

人
口

1,775人
（
－
７
）

2010年
９
月
30日
現
在
（
）
内
は
前
月
と
の
比
較

女934人
（
－
２
）

男841人
（
－
５
）

世
帯
数

758戸
（
－
１
）

さわやかな秋空のもと、天川幼稚園において９人の未就園児を迎え交流会を行いました。

『体を動かす楽しさや、異年齢の子どもと触れ合って遊ぶ楽しさを感じる』ことをねらいとし、

運動場で体操・玉いれ・綱引き等々ミニミニ運動会を楽しんだり、総合遊具で遊んだりしました。

一緒に手をつないだり、話しかけたりしながら活動する28人の園児は、９人の頼もしい、そ

して優しいお兄ちゃんおねえちゃんになっていました。未就園児もそんなお兄ちゃんお姉ちゃ

んに笑顔で答えていました。

このような姿を目にして、触れ合って遊ぶことの大切さと、そのような機会と場所作りとし

ての幼稚園の役割に取り組んでいきたいと思いました。

■広報「てんかわ」は再生紙を使用しています。
古紙配合率100％再生紙 

100
大豆油インキを使用しています 


